
様式第１号様式第１号様式第１号様式第１号 提案書

年 月 日

（あて先）秋田県知事

提案者 住 所

氏 名 ㊞

法人その他の団体にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号

都市計画法に基づく都市計画の提案について

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条の２第１項（第２項）の規定

に基づき、次のとおり都市計画の決定（変更）をすることを提案します。

１ 都市計画の種類及び名称

２ 添付書類

① 素案説明書（様式第２号）

② 位置図（縮尺 １／ ）

③ 計画図（縮尺 １／ ）

④ 土地所有者等一覧表（兼）同意書（様式第３号）

⑤ 計画提案を行うことができる者であることを証する書類

⑥ 土地所有者等及び関係住民への説明の経緯を表した書類（様式第５号）

⑦ 周辺環境への影響についての検討調書（様式第６号）

⑧ 事業を行う場合の事業着手時期等に関する書面（様式第７号）

⑨ その他（ ）
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様式第２号様式第２号様式第２号様式第２号 素案説明書

１ 地区の状況

① 地区の所在

② 地区の面積 ｈａ（≧０．５ｈａ）

③ 地区の現況

区域区分 市街化区域 ・ 市街化調整区域 ・ 非線引き

用途地域

容積率／建ぺい率 ％ ／ ％

地域地区等

都市施設

市街地開発事業

２ 素案の内容

① 都市計画の種類及び名称

② 提案の内容

③ 提案の理由

３ 土地所有者等の同意の状況

① 人数 総権利者数 同意者数 ② 面積 総面積 同意面積

所有権者 人 人 所有権 ㎡ ㎡

地上権者 人 人 地上権 ㎡ ㎡

賃借権者 人 人 賃借権 ㎡ ㎡

合計 人 人 合計 ㎡ ㎡

同意率 ％（≧２／３） 同意率 ％（≧２／３）
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様式第３号様式第３号様式第３号様式第３号 土地所有者等一覧表（兼）同意書

（あて先）計画提案者

都市計画法第２１条の２の規定に基づき都市計画の決定（変更）に係る素案を提

案することについて、同意します。

No. 土地の所在 権利の内容 地積㎡ 権利者の住所及び氏名 同意年月日 押印

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

所・地・賃 ． ．

※ 「所」は所有権、「地」は地上権、「賃」は賃借権をいいます。

※ 地上権及び賃借権は、建物の所有を目的とする対抗要件を備えたものをいいま

す。

※ 土地の所在別、権利の内容別又は権利者別等により別葉としても差し支えあり

ません。
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様式第４号様式第４号様式第４号様式第４号 誓約書

年 月 日

（あて先）秋田県知事

提案者 主たる事務所

の 所 在 地

名 称 

代表者の氏名

電話番号

誓 約 書

当法人（団体）の役員のうちに、都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第

４９号）第１３条の３第２号イからハまでに該当する者がないことを誓約します。

役員名簿

役職名 役員氏名 本籍地 住 所

※ 欄が不足する場合は、別葉として構いません。

※ すべての役員について記載してください。
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様式第５号様式第５号様式第５号様式第５号 土地所有者等及び関係住民への説明の経緯を表した書類

１ 説明会を開催した場合の開催の状況

開催月日・時間 開催場所 対象地区 参加人数 議題等

年 月 日

時 ～ 時 人

年 月 日

時 ～ 時 人

年 月 日

時 ～ 時 人

年 月 日

時 ～ 時 人

年 月 日

時 ～ 時 人

２ 説明会以外の方法による説明の経過（戸、枚、通、回等）

戸別訪問 文書配布 ＤＭ送付 電 話 回覧板 その他

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

３ 説明会等における主な質問・要望事項とそれに対する提案者の見解

質問・要望事項 提案者の見解
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様式第６号様式第６号様式第６号様式第６号 周辺環境への影響についての検討調書

検討項目 検討内容及び対応方法

注）主な検討項目

・大気（臭気）、騒音、振動、水質、地質等への影響

・野生動植物等生態系への影響

・景観、眺望、日照、日陰、電波、風向等への影響

・道路交通、廃棄物等への影響
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様式第７号様式第７号様式第７号様式第７号 事業を行う場合の事業着手時期等に関する書面

１ 事業の概要

種類又は名称

実施範囲

実施規模

その他

２ 当該事業の着手の予定時期

年 月 日頃

３ 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限

年 月 日

４ ３の期限を希望する理由
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